
事業者の皆様へ 

労働環境チェックシートの提出のお願い 

四日市市では、平成２７年４月１日以降の契約の締結にあたり、「四日市市公契約条例」の

規定に基づき、工事請負契約や業務委託契約において、公契約で働く労働者が安心して暮ら

すことのできる労働条件の確保と、事業の質の向上を図るため、その業務が適正な労働条件

のもとに行われているか確認するため、受託事業者の皆様に「労働環境チェックシート」の

提出をお願いしています。 

１．対象となる契約 

（１）予定価格１億円以上の工事請負契約 

（２）予定価格１，０００万円以上の業務委託契約（施設清掃・警備・管理） 

２．提出方法 

受託事業者の方には、契約締結後すみやかに「労働環境チェックシート」を提出してく

ださい。複数の案件を受注された場合でも、契約案件ごとに必要です。 

３．作成要領・注意事項 

（１）「労働環境チェックシート」は、下請負者となる事業者（一人親方を含む）の方も、作

成及び提出していただく必要がありますので、受託事業者の方は各下請負人への説明・

とりまとめについて、よろしくお願いします。 

（２）「労働環境チェックシート」の提出は、契約締結後すみやかにお願いします。その際、

下請負者が確定していない場合があると思いますので、確定している下請負者の分を提

出いただき、その後に適宜提出をお願いします。 

（３）「労働環境チェックシート」の各設問は、法に基づくものです。その内容に疑義が生じ

た場合は、関係書類の確認や、従事する労働者への聞き取りなどの調査を行います。 

調査の結果、適正な労働条件が確保されていないと認められる場合には、市から受託

事業者の方に対して改善措置の指導を行い、改善内容を記載した報告書を提出していた

だくことになります。 

４．公契約条例の対象労働者 

条例の対象となる労働者は以下のとおりです。対象となる労働者の中で、最低賃金単価

を記入してください。 

（１）公契約条例の対象労働者 

① 正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者の方など、国籍や雇用主

を問わず、原則として日本国内において公契約対象工事に従事する労働者の方 

② 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により、

公契約に係る業務に従事する者（いわゆる一人親方） 

（２）公契約条例の対象とならない労働者 

① 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人

② 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等）

③ 現場技術者（現場代理人、主任技術者等）

④ 公契約に従事した時間が３０分未満の者

【お問い合わせ先】 

四日市市役所 総務部 調達契約課 契約係（工事）℡：059-354-8125 

調達係（委託）℡：059-354-8124 

 記入例は裏面を参照してください  




